
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
日
提
出

質

問

第

六

五

号

か
つ
て
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
に
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
裏
金
組
織
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
対
す
る

鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

65



か
つ
て
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
に
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
裏
金
組
織
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
対
す
る

鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

こ
れ
ま
で
累
次
に
渡
り
質
問
主
意
書
で
取
り
上
げ
て
き
た
、
か
つ
て
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
に
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ

て
い
る
、
旧
ソ
連
時
代
、
一
九
八
九
年
頃
ま
で
、
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
で
任
国
の
法
令
に
違
反
す
る
形
で
大
使
館
員
の

私
用
車
を
ル
ー
ブ
ル
で
売
却
し
、
外
貨
に
換
金
す
る
裏
金
組
織
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
関
し
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆

質
一
七
三
第
三
七
号
）
で
は
「
鳩
山
内
閣
発
足
後
、
外
務
省
に
お
い
て
、
現
在
も
外
務
省
に
勤
務
す
る
関
係
者
か
ら
改
め
て
聞

き
取
り
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
『
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
』
と
い
う
正
式
な
組
織
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
両
替

が
規
制
さ
れ
て
い
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
時
代
の
特
殊
な
制
度
の
下
で
、
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
の
一
部

の
館
員
間
で
ル
ー
ブ
ル
と
外
貨
を
必
要
に
迫
ら
れ
て
融
通
し
合
っ
た
と
の
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ

は
、
基
本
的
に
は
、
同
大
使
館
を
離
任
す
る
館
員
が
、
手
元
に
残
っ
た
ル
ー
ブ
ル
を
外
貨
に
両
替
す
る
こ
と
が
当
時
極
め
て
困

難
で
あ
っ
た
た
め
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
互
助
的
に
館
員
間
で
ル
ー
ブ
ル
と
外
貨
を
融
通
し
合
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
時
代
の
末
期
に
は
消
滅
し
た
よ
う
で
あ
る
。
御
指
摘
の
三
名
の
外
務
省
職
員
を
含
む
関
係

者
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
を
通
じ
、
以
上
の
こ
と
が
把
握
さ
れ
た
も
の
の
、
約
二
十
年
以
上
前
の
こ
と
で
あ
り
、
関
係
者
の
記

一



憶
も
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
相
反
す
る
も
の
も
あ
っ
た
た
め
、
本
件
に
関
し
こ
れ
以
上
確
定
的
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
は
「
鳩
山
内
閣
発
足
後
、
外
務
省
に
お
い
て
、
現
在
も
外
務
省
に
勤
務
す
る
関
係
者
か
ら
改
め
て
聞

き
取
り
調
査
を
行
っ
た
」
と
あ
る
が
、
右
の
調
査
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
、
外
務
省
内
の
ど
の
部
局
が
担
当
し
、
ど
の
場
所

で
、
ど
の
様
な
方
法
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

一
の
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
外
務
省
職
員
の
官
職
氏
名
を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
に
は
「
両
替
が
規
制
さ
れ
て
い
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
時
代
の
特
殊
な
制
度
の
下
で
、

在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
の
一
部
の
館
員
間
で
ル
ー
ブ
ル
と
外
貨
を
必
要
に
迫
ら
れ
て
融
通
し
合
っ
た
と
の
事
実
が
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、
同
大
使
館
を
離
任
す
る
館
員
が
、
手
元
に
残
っ
た
ル
ー
ブ
ル
を

外
貨
に
両
替
す
る
こ
と
が
当
時
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
互
助
的
に
館
員
間
で
ル
ー
ブ
ル
と
外
貨

を
融
通
し
合
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
右
が
当
時
の
ソ
連
の
法
令
に
違
反
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う

事
実
は
な
い
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
に
は
「
関
係
者
の
記
憶
も
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
相
反
す
る
も
の
も
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
「
ル
ー
ブ
ル

二



委
員
会
」
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
様
に
相
反
す
る
証
言
が
あ
っ
た
の
か
、
説
明
さ
れ
た
い
。

五

一
の
調
査
に
際
し
、
松
田
邦
紀
元
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
長
、
原
田
親
仁
元
欧
州
局
長
、
西
田
恒
夫
元
外
務
審
議
官
は

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
様
な
回
答
を
し
た
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

六

前
政
権
に
お
い
て
は
、
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
つ
い
て
「
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
答
弁
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け

で
あ
っ
た
。
今
回
、
鳩
山
由
紀
夫
新
内
閣
の
下
、
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
関
す
る
新
た
な
事
実
が
見
つ
か
っ
た
の
は
な
ぜ

か
。

七

原
田
元
局
長
は
二
回
の
モ
ス
ク
ワ
在
任
中
、
私
用
車
を
売
却
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。

八

原
田
元
局
長
は
二
回
の
モ
ス
ク
ワ
在
任
中
、
ど
の
様
に
し
て
ル
ー
ブ
ル
を
入
手
し
て
い
た
か
。

九

原
田
元
局
長
は
、
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
の
仕
組
み
を
用
い
て
ル
ー
ブ
ル
を
売
却
ま
た
は
購
入
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。

十

原
田
元
局
長
は
、
九
に
よ
っ
て
得
た
差
益
に
つ
き
、
確
定
申
告
を
し
て
い
る
か
。

十
一

一
般
に
、
外
交
官
に
必
要
な
資
質
と
し
て
、
記
憶
力
の
良
さ
は
求
め
ら
れ
る
か
。

十
二

一
般
に
、
政
府
職
員
が
国
会
で
虚
偽
の
内
容
を
含
む
答
弁
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
。

十
三

二
〇
〇
五
年
十
一
月
三
十
日
の
衆
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
原
田
元
局
長
は
「
私

三



が
在
勤
し
て
い
た
の
は
九
〇
年
八
月
ま
で
で
、
十
五
年
以
上
前
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
私
は
よ
く
記
憶
が
は
っ

き
り
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
、
市
内
に
お
い
て
は
、
ホ
テ
ル
あ
る
い
は
公
認
の
交
換
所
あ
る
い
は
空
港
等
で
ル
ー
ブ
ル

の
交
換
が
で
き
た
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
私
、
何
分
昔
の
話
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
ど
こ
で
ル
ー
ブ
ル

を
か
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
具
体
的
に
は
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
交
換
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
右
の
原
田
元
局
長
の
答
弁
に
、
一
切
の
虚

偽
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

四


